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福
井
県
告
示
第
１
０
４
号

　
道
路
法
（
昭
和
２
７
年
法
律
第
１
８
０
号
）
第
２
０
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
福
井
県
と
独
立
行

政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
北
陸
新
幹
線
建
設
局
と
西
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
金
沢

支
社
に
お
け
る
兼
用
工
作
物
の
管
理
方
法
に
係
る
協
議
が
成
立
し
た
の
で
、
同
条
第
６
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
な
お
、
そ
の
関
係
図
書
は
、
福
井
県
庁
お
よ
び
福
井
土
木
事
務
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　
令
和
６
年
３
月
１
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

九
頭
竜
川
橋
り
ょ
う
（
一
般
県
道
福
井
森
田
丸
岡
線
・
北
陸
新
幹
線
併
用
橋
）

兼
用
工
作
物
の
管
理
等
に
関
す
る
三
者
協
定
書

　
福
井
県
（
以
下
「
県
」
と
い
う
。
）
と
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
北
陸
新

幹
線
建
設
局
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
と
西
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
金
沢
支
社
（
以
下
「
Ｊ
Ｒ
」

と
い
う
。
）
と
は
、
平
成
２
６
年
１
１
月
１
９
日
付
け
（
平
成
３
１
年
１
月
１
０
日
付
け
一
部
変
更
）
で

締
結
し
た
「
一
般
県
道
福
井
森
田
丸
岡
線
お
よ
び
北
陸
新
幹
線
建
設
に
伴
い
併
用
橋
と
す
る
九
頭
竜
川
橋

り
ょ
う
（
下
部
工
）
の
新
設
工
事
等
の
施
行
に
関
す
る
協
定
書
」
第
１
５
条
及
び
令
和
３
年
３
月
４
日
付

け
で
締
結
し
た
「
九
頭
竜
川
橋
り
ょ
う
（
一
般
県
道
福
井
森
田
丸
岡
線
・
北
陸
新
幹
線
併
用
橋
）
兼
用
工

作
物
の
管
理
等
に
関
す
る
協
定
書
」
第
１
１
条
に
基
づ
き
、
九
頭
竜
川
橋
り
ょ
う
兼
用
工
作
物
の
管
理
等

に
つ
い
て
、
法
令
そ
の
他
別
に
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
次
の
と
お
り
協
定
を
締
結
す
る
。

　
（
目
的
）

第
１
条
　
こ
の
協
定
は
、
九
頭
竜
川
橋
り
ょ
う
は
一
般
県
道
福
井
森
田
丸
岡
線
（
以
下
「
道
路
」
と
い
う

。
）
と
北
陸
新
幹
線
（
以
下
「
鉄
道
」
と
い
う
。
）
が
並
走
す
る
併
用
橋
り
ょ
う
で
、
橋
り
ょ
う
上
部

構
造
は
道
路
と
鉄
道
に
区
分
さ
れ
、
下
部
構
造
は
道
路
と
鉄
道
を
一
体
で
支
え
る
構
造
で
構
成
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
下
部
構
造
の
維
持
、
修
繕
、
災
害
復
旧
そ
の
他
の
管
理
に
関
す
る
必
要
な
事
項

を
定
め
、
そ
の
事
項
を
円
滑
に
実
施
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
（
定
義
）

第
２
条
　
こ
の
協
定
に
お
け
る
「
兼
用
工
作
物
」
と
は
、
河
川
法
第
２
４
条
、
第
２
６
条
第
１
項
及
び
第

５
５
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
平
成
２
６
年
１
１
月
２
８
日
付
け
国
近
整
水
第
１
６
９
号
に
よ
る
許

可
書
（
平
成
２
７
年
３
月
１
８
日
付
け
国
近
整
福
井
河
占
調
河
占
第
１
５
０
号
、
平
成
２
７
年
１
２
月

８
日
付
け
国
近
整
水
第
１
３
２
号
、
平
成
２
８
年
１
０
月
１
１
日
付
け
国
近
整
福
井
河
占
調
河
占
第
８

２
号
、
平
成
２
９
年
７
月
３
１
日
付
け
国
近
整
福
井
河
占
調
河
占
第
６
５
号
、
平
成
３
０
年
１
１
月
１

６
日
付
け
国
近
整
福
井
河
占
調
河
占
第
１
４
２
号
、
令
和
４
年
２
月
４
日
付
け
国
近
整
福
井
河
占
調
河

占
第
３
３
号
、
令
和
４
年
８
月
３
１
日
付
け
国
近
整
福
井
河
占
調
河
占
第
５
６
号
、
令
和
４
年
１
２
月

２
６
日
付
け
国
近
整
福
井
河
占
調
河
占
第
１
３
２
号
、
令
和
５
年
３
月
３
０
日
付
け
国
近
整
福
井
河
占
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調
河
占
第
１
６
０
号
に
よ
り
一
部
変
更
）
の
許
可
内
容
よ
り
、
道
路
、
鉄
道
及
び
河
川
管
理
施
設
を
除

く
橋
り
ょ
う
下
部
構
造
の
施
設
を
い
う
。

２
　
こ
の
協
定
に
お
け
る
「
管
理
等
」
と
は
、
兼
用
工
作
物
の
維
持
、
修
繕
、
災
害
復
旧
そ
の
他
の
管
理

を
い
う
。

３
　
こ
の
協
定
に
お
け
る
「
維
持
」
と
は
、
兼
用
工
作
物
の
巡
回
点
検
、
除
草
等
を
い
う
。

４
　
こ
の
協
定
に
お
け
る
「
修
繕
」
と
は
、
経
年
劣
化
、
事
故
等
に
よ
る
兼
用
工
作
物
の
補
修
、
補
強
等

を
い
う
。

５
　
こ
の
協
定
に
お
け
る
「
災
害
復
旧
」
と
は
、
天
災
等
不
可
抗
力
に
よ
る
災
害
に
よ
り
兼
用
工
作
物
に

被
害
を
受
け
た
場
合
の
復
旧
を
い
う
。

　
（
範
囲
等
）

第
３
条
　
こ
の
協
定
の
対
象
と
な
る
兼
用
工
作
物
の
範
囲
等
は
、
別
紙
１
に
示
す
と
お
り
と
す
る
。

　
（
財
産
）

第
４
条
　
兼
用
工
作
物
は
県
と
機
構
の
共
有
財
産
と
し
、
そ
の
持
分
は
次
に
示
す
割
合
に
よ
る
も
の
と
す

る
。県
　
　
６
１
．
６
％

機
構
　
３
８
．
４
％

　
（
管
理
等
の
対
応
）

第
５
条
　
兼
用
工
作
物
の
維
持
は
、
県
又
は
Ｊ
Ｒ
の
道
路
又
は
鉄
道
施
設
に
係
る
点
検
規
定
等
に
基
づ
き

行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
除
草
は
、
県
、
Ｊ
Ｒ
で
協
議
し
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
県
、
機
構
又
は
Ｊ
Ｒ
は
、
兼
用
工
作
物
の
修
繕
を
要
す
る
と
認
め
た
と
き
は
、
修
繕
に
係
る
施
行
主

体
、
対
策
内
容
等
に
つ
い
て
、
相
互
間
で
協
議
す
る
も
の
と
す
る
。
な
お
、
県
又
は
Ｊ
Ｒ
が
管
理
す
る

道
路
又
は
鉄
道
施
設
に
お
け
る
修
繕
等
の
実
施
に
つ
い
て
は
、
各
々
の
管
理
で
実
施
す
る
こ
と
を
可
能

と
す
る
が
、
必
要
に
応
じ
て
相
互
間
で
協
議
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
県
並
び
に
機
構
及
び
Ｊ
Ｒ
は
、
兼
用
工
作
物
の
災
害
復
旧
を
要
す
る
と
き
は
、
施
工
主
体
、
対
策
内

容
等
に
つ
い
て
相
互
間
で
協
議
す
る
も
の
と
す
る
。

　
（
緊
急
措
置
の
特
例
）

第
６
条
　
兼
用
工
作
物
が
天
災
等
不
可
抗
力
に
よ
る
災
害
を
受
け
た
と
き
そ
の
他
緊
急
を
要
す
る
と
き
は

、
県
又
は
機
構
及
び
Ｊ
Ｒ
は
前
条
第
２
項
及
び
第
３
項
の
定
め
に
関
わ
ら
ず
、
兼
用
工
作
物
の
修
繕
又

は
災
害
復
旧
に
係
る
工
事
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

２
　
県
又
は
機
構
及
び
Ｊ
Ｒ
は
、
前
項
の
措
置
後
、
速
や
か
に
そ
の
措
置
内
容
に
関
し
て
相
互
間
で
調
整

を
図
り
、
協
議
す
る
も
の
と
す
る
。

　
（
費
用
の
負
担
割
合
）

第
７
条
　
第
５
条
第
２
項
及
び
第
３
項
並
び
に
第
６
条
第
１
項
に
定
め
る
兼
用
工
作
物
の
修
繕
及
び
災
害

復
旧
に
要
す
る
費
用
の
負
担
割
合
は
、
県
又
は
機
構
及
び
Ｊ
Ｒ
に
明
確
な
原
因
が
あ
る
場
合
を
除
き
、

原
則
次
に
示
す
と
お
り
と
す
る
。

県
　
　
　
　
　
　
６
１
．
６
％

機
構
及
び
Ｊ
Ｒ
　
３
８
．
４
％

２
　
機
構
及
び
Ｊ
Ｒ
の
負
担
に
つ
い
て
は
、
「
北
陸
新
幹
線
（
金
沢
・
敦
賀
間
）
の
鉄
道
施
設
の
貸
付
け

及
び
貸
付
け
後
の
鉄
道
施
設
の
管
理
等
に
関
す
る
協
定
書
（
令
和
６
年
３
月
１
５
日
付
け
締
結
）
」
の

定
め
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

　
（
第
三
者
損
害
）

第
８
条
　
兼
用
工
作
物
の
管
理
等
に
伴
い
第
三
者
に
損
害
を
与
え
た
と
き
は
、
県
又
は
機
構
及
び
Ｊ
Ｒ
そ

れ
ぞ
れ
の
責
め
に
帰
す
る
場
合
を
除
き
、
県
と
機
構
及
び
Ｊ
Ｒ
は
協
議
の
う
え
処
理
す
る
も
の
と
す
る

。
　
（
施
設
の
相
互
使
用
）

第
９
条
　
県
又
は
Ｊ
Ｒ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
道
路
、
鉄
道
又
は
兼
用
工
作
物
の
管
理
等
に
よ
り
、
相
手
方
の

施
設
を
使
用
す
る
場
合
は
事
前
に
協
議
す
る
も
の
と
し
、
無
償
で
使
用
で
き
る
も
の
と
す
る
。

　
（
有
効
期
間
）

第
１
０
条
　
こ
の
協
定
の
有
効
期
間
は
、
北
陸
新
幹
線
（
金
沢
・
敦
賀
間
）
開
業
日
か
ら
と
す
る
。

　
（
そ
の
他
）

第
１
１
条
　
こ
の
協
定
に
定
め
の
な
い
事
項
又
は
疑
義
を
生
じ
た
事
項
に
つ
い
て
は
、
そ
の
都
度
、
県
と

機
構
及
び
Ｊ
Ｒ
は
協
議
す
る
も
の
と
す
る
。

　
以
上
、
協
定
締
結
の
証
と
し
て
、
こ
の
本
書
を
３
通
作
成
し
、
県
と
機
構
及
び
Ｊ
Ｒ
が
記
名
押
印
の
う

え
各
自
そ
の
１
通
を
保
有
す
る
。

　
令
和
６
年
３
月
１
５
日

県
　
　
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

機
構
　
福
井
市
大
手
２
丁
目
７
番
１
５
号

　
　
　
独
立
行
政
法
人

　
　
　
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構

　
　
　
　
北
陸
新
幹
線
建
設
局
長

　
　
　
　
綿
貫
　
正
明

Ｊ
Ｒ
　
金
沢
市
広
岡
３
丁
目
３
番
７
７
号

　
　
　
西
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社

　
　
　
　
常
務
理
事
金
沢
支
社
長

　
　
　
　
漆
原
　
健
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福
井
県
告
示
第
１
０
４
号

　
道
路
法
（
昭
和
２
７
年
法
律
第
１
８
０
号
）
第
２
０
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
福
井
県
と
独
立
行

政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
北
陸
新
幹
線
建
設
局
と
西
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
金
沢

支
社
に
お
け
る
兼
用
工
作
物
の
管
理
方
法
に
係
る
協
議
が
成
立
し
た
の
で
、
同
条
第
６
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
な
お
、
そ
の
関
係
図
書
は
、
福
井
県
庁
お
よ
び
福
井
土
木
事
務
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　
令
和
６
年
３
月
１
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

九
頭
竜
川
橋
り
ょ
う
（
一
般
県
道
福
井
森
田
丸
岡
線
・
北
陸
新
幹
線
併
用
橋
）

兼
用
工
作
物
の
管
理
等
に
関
す
る
三
者
協
定
書

　
福
井
県
（
以
下
「
県
」
と
い
う
。
）
と
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
北
陸
新

幹
線
建
設
局
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
と
西
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
金
沢
支
社
（
以
下
「
Ｊ
Ｒ
」

と
い
う
。
）
と
は
、
平
成
２
６
年
１
１
月
１
９
日
付
け
（
平
成
３
１
年
１
月
１
０
日
付
け
一
部
変
更
）
で

締
結
し
た
「
一
般
県
道
福
井
森
田
丸
岡
線
お
よ
び
北
陸
新
幹
線
建
設
に
伴
い
併
用
橋
と
す
る
九
頭
竜
川
橋

り
ょ
う
（
下
部
工
）
の
新
設
工
事
等
の
施
行
に
関
す
る
協
定
書
」
第
１
５
条
及
び
令
和
３
年
３
月
４
日
付

け
で
締
結
し
た
「
九
頭
竜
川
橋
り
ょ
う
（
一
般
県
道
福
井
森
田
丸
岡
線
・
北
陸
新
幹
線
併
用
橋
）
兼
用
工

作
物
の
管
理
等
に
関
す
る
協
定
書
」
第
１
１
条
に
基
づ
き
、
九
頭
竜
川
橋
り
ょ
う
兼
用
工
作
物
の
管
理
等

に
つ
い
て
、
法
令
そ
の
他
別
に
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
次
の
と
お
り
協
定
を
締
結
す
る
。

　
（
目
的
）

第
１
条
　
こ
の
協
定
は
、
九
頭
竜
川
橋
り
ょ
う
は
一
般
県
道
福
井
森
田
丸
岡
線
（
以
下
「
道
路
」
と
い
う

。
）
と
北
陸
新
幹
線
（
以
下
「
鉄
道
」
と
い
う
。
）
が
並
走
す
る
併
用
橋
り
ょ
う
で
、
橋
り
ょ
う
上
部

構
造
は
道
路
と
鉄
道
に
区
分
さ
れ
、
下
部
構
造
は
道
路
と
鉄
道
を
一
体
で
支
え
る
構
造
で
構
成
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
下
部
構
造
の
維
持
、
修
繕
、
災
害
復
旧
そ
の
他
の
管
理
に
関
す
る
必
要
な
事
項

を
定
め
、
そ
の
事
項
を
円
滑
に
実
施
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
（
定
義
）

第
２
条
　
こ
の
協
定
に
お
け
る
「
兼
用
工
作
物
」
と
は
、
河
川
法
第
２
４
条
、
第
２
６
条
第
１
項
及
び
第

５
５
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
平
成
２
６
年
１
１
月
２
８
日
付
け
国
近
整
水
第
１
６
９
号
に
よ
る
許

可
書
（
平
成
２
７
年
３
月
１
８
日
付
け
国
近
整
福
井
河
占
調
河
占
第
１
５
０
号
、
平
成
２
７
年
１
２
月

８
日
付
け
国
近
整
水
第
１
３
２
号
、
平
成
２
８
年
１
０
月
１
１
日
付
け
国
近
整
福
井
河
占
調
河
占
第
８

２
号
、
平
成
２
９
年
７
月
３
１
日
付
け
国
近
整
福
井
河
占
調
河
占
第
６
５
号
、
平
成
３
０
年
１
１
月
１

６
日
付
け
国
近
整
福
井
河
占
調
河
占
第
１
４
２
号
、
令
和
４
年
２
月
４
日
付
け
国
近
整
福
井
河
占
調
河

占
第
３
３
号
、
令
和
４
年
８
月
３
１
日
付
け
国
近
整
福
井
河
占
調
河
占
第
５
６
号
、
令
和
４
年
１
２
月

２
６
日
付
け
国
近
整
福
井
河
占
調
河
占
第
１
３
２
号
、
令
和
５
年
３
月
３
０
日
付
け
国
近
整
福
井
河
占

令
和
六
年
三
月
十
五
日
発
　
行
　
発
行
人
　
〒
九
一
〇

－

八
五
八
〇
　
福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
十
七
番
一
号
　
福
　
井
　
県

調
河
占
第
１
６
０
号
に
よ
り
一
部
変
更
）
の
許
可
内
容
よ
り
、
道
路
、
鉄
道
及
び
河
川
管
理
施
設
を
除

く
橋
り
ょ
う
下
部
構
造
の
施
設
を
い
う
。

２
　
こ
の
協
定
に
お
け
る
「
管
理
等
」
と
は
、
兼
用
工
作
物
の
維
持
、
修
繕
、
災
害
復
旧
そ
の
他
の
管
理

を
い
う
。

３
　
こ
の
協
定
に
お
け
る
「
維
持
」
と
は
、
兼
用
工
作
物
の
巡
回
点
検
、
除
草
等
を
い
う
。

４
　
こ
の
協
定
に
お
け
る
「
修
繕
」
と
は
、
経
年
劣
化
、
事
故
等
に
よ
る
兼
用
工
作
物
の
補
修
、
補
強
等

を
い
う
。

５
　
こ
の
協
定
に
お
け
る
「
災
害
復
旧
」
と
は
、
天
災
等
不
可
抗
力
に
よ
る
災
害
に
よ
り
兼
用
工
作
物
に

被
害
を
受
け
た
場
合
の
復
旧
を
い
う
。

　
（
範
囲
等
）

第
３
条
　
こ
の
協
定
の
対
象
と
な
る
兼
用
工
作
物
の
範
囲
等
は
、
別
紙
１
に
示
す
と
お
り
と
す
る
。

　
（
財
産
）

第
４
条
　
兼
用
工
作
物
は
県
と
機
構
の
共
有
財
産
と
し
、
そ
の
持
分
は
次
に
示
す
割
合
に
よ
る
も
の
と
す

る
。県
　
　
６
１
．
６
％

機
構
　
３
８
．
４
％

　
（
管
理
等
の
対
応
）

第
５
条
　
兼
用
工
作
物
の
維
持
は
、
県
又
は
Ｊ
Ｒ
の
道
路
又
は
鉄
道
施
設
に
係
る
点
検
規
定
等
に
基
づ
き

行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
除
草
は
、
県
、
Ｊ
Ｒ
で
協
議
し
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
県
、
機
構
又
は
Ｊ
Ｒ
は
、
兼
用
工
作
物
の
修
繕
を
要
す
る
と
認
め
た
と
き
は
、
修
繕
に
係
る
施
行
主

体
、
対
策
内
容
等
に
つ
い
て
、
相
互
間
で
協
議
す
る
も
の
と
す
る
。
な
お
、
県
又
は
Ｊ
Ｒ
が
管
理
す
る

道
路
又
は
鉄
道
施
設
に
お
け
る
修
繕
等
の
実
施
に
つ
い
て
は
、
各
々
の
管
理
で
実
施
す
る
こ
と
を
可
能

と
す
る
が
、
必
要
に
応
じ
て
相
互
間
で
協
議
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
県
並
び
に
機
構
及
び
Ｊ
Ｒ
は
、
兼
用
工
作
物
の
災
害
復
旧
を
要
す
る
と
き
は
、
施
工
主
体
、
対
策
内

容
等
に
つ
い
て
相
互
間
で
協
議
す
る
も
の
と
す
る
。

　
（
緊
急
措
置
の
特
例
）

第
６
条
　
兼
用
工
作
物
が
天
災
等
不
可
抗
力
に
よ
る
災
害
を
受
け
た
と
き
そ
の
他
緊
急
を
要
す
る
と
き
は

、
県
又
は
機
構
及
び
Ｊ
Ｒ
は
前
条
第
２
項
及
び
第
３
項
の
定
め
に
関
わ
ら
ず
、
兼
用
工
作
物
の
修
繕
又

は
災
害
復
旧
に
係
る
工
事
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

２
　
県
又
は
機
構
及
び
Ｊ
Ｒ
は
、
前
項
の
措
置
後
、
速
や
か
に
そ
の
措
置
内
容
に
関
し
て
相
互
間
で
調
整

を
図
り
、
協
議
す
る
も
の
と
す
る
。

　
（
費
用
の
負
担
割
合
）

第
７
条
　
第
５
条
第
２
項
及
び
第
３
項
並
び
に
第
６
条
第
１
項
に
定
め
る
兼
用
工
作
物
の
修
繕
及
び
災
害

復
旧
に
要
す
る
費
用
の
負
担
割
合
は
、
県
又
は
機
構
及
び
Ｊ
Ｒ
に
明
確
な
原
因
が
あ
る
場
合
を
除
き
、

原
則
次
に
示
す
と
お
り
と
す
る
。

県
　
　
　
　
　
　
６
１
．
６
％

機
構
及
び
Ｊ
Ｒ
　
３
８
．
４
％

２
　
機
構
及
び
Ｊ
Ｒ
の
負
担
に
つ
い
て
は
、
「
北
陸
新
幹
線
（
金
沢
・
敦
賀
間
）
の
鉄
道
施
設
の
貸
付
け

及
び
貸
付
け
後
の
鉄
道
施
設
の
管
理
等
に
関
す
る
協
定
書
（
令
和
６
年
３
月
１
５
日
付
け
締
結
）
」
の

定
め
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

　
（
第
三
者
損
害
）

第
８
条
　
兼
用
工
作
物
の
管
理
等
に
伴
い
第
三
者
に
損
害
を
与
え
た
と
き
は
、
県
又
は
機
構
及
び
Ｊ
Ｒ
そ

れ
ぞ
れ
の
責
め
に
帰
す
る
場
合
を
除
き
、
県
と
機
構
及
び
Ｊ
Ｒ
は
協
議
の
う
え
処
理
す
る
も
の
と
す
る

。
　
（
施
設
の
相
互
使
用
）

第
９
条
　
県
又
は
Ｊ
Ｒ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
道
路
、
鉄
道
又
は
兼
用
工
作
物
の
管
理
等
に
よ
り
、
相
手
方
の

施
設
を
使
用
す
る
場
合
は
事
前
に
協
議
す
る
も
の
と
し
、
無
償
で
使
用
で
き
る
も
の
と
す
る
。

　
（
有
効
期
間
）

第
１
０
条
　
こ
の
協
定
の
有
効
期
間
は
、
北
陸
新
幹
線
（
金
沢
・
敦
賀
間
）
開
業
日
か
ら
と
す
る
。

　
（
そ
の
他
）

第
１
１
条
　
こ
の
協
定
に
定
め
の
な
い
事
項
又
は
疑
義
を
生
じ
た
事
項
に
つ
い
て
は
、
そ
の
都
度
、
県
と

機
構
及
び
Ｊ
Ｒ
は
協
議
す
る
も
の
と
す
る
。

　
以
上
、
協
定
締
結
の
証
と
し
て
、
こ
の
本
書
を
３
通
作
成
し
、
県
と
機
構
及
び
Ｊ
Ｒ
が
記
名
押
印
の
う

え
各
自
そ
の
１
通
を
保
有
す
る
。

　
令
和
６
年
３
月
１
５
日

県
　
　
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

機
構
　
福
井
市
大
手
２
丁
目
７
番
１
５
号

　
　
　
独
立
行
政
法
人

　
　
　
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構

　
　
　
　
北
陸
新
幹
線
建
設
局
長

　
　
　
　
綿
貫
　
正
明

Ｊ
Ｒ
　
金
沢
市
広
岡
３
丁
目
３
番
７
７
号

　
　
　
西
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社

　
　
　
　
常
務
理
事
金
沢
支
社
長

　
　
　
　
漆
原
　
健


